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はじめに 

  03 年 3 月 10 日から施行された改定農薬取締法に基づき、「農薬を使用する者が遵守す

べき基準を定める省令」が実施されましたが、この省令は、食用農作物に対する農薬の

適正使用が重視されており、住宅地等での農薬大気汚染による受動被曝防止については、

努力規程しかありませんでした。そこで、同年４月、生活環境での農薬使用の原則禁止

についてなどの８項目の要望をだし、農薬で健康被害を受けている方々とともに、農水

省、環境省担当部署と話し合いました。 

その結果、03 年 9 月 16 日、農水省消費・安全局長通知として「住宅地等における農

薬使用について」が発出されました（以下、これを「旧通知」という）。この通知を周知

徹底し、その指導内容を実践することが、住宅地周辺での農薬による健康被害防止に役

立つとの期待が高まりました。 

 私たちは、04 年 6 月に、電子版脱農薬てんとう資料集の第１号として「 住宅地や学

校での農薬散布について」を出版しました。しかし、その後も、事務局への健康被害の

訴えは止まず、通知は徹底されないという状況を思い知ることになりました。そこで、

実態を知るべく、私たちは、05 年 10 月、会員に対してアンケート調査を実施しました。 

 一方、環境省は、05 年に、地方自治体を対象に散布実態のアンケート調査を行い、07

年 1 月 31 日にその結果を公表、通知内容を守らない不適正な農薬使用が明らかになりま

した。こうした状況を改善・指導するために発出されたのが、同日付の農水省消費・安

全局長と環境省水・大気環境局長の連名通知「住宅地等における農薬使用について」（以

下、これを「新通知」という）です。 

 06 年 5 月 29 日からの残留基準ポジティブリスト制度（すべての農薬で残留基準や一

律基準を超えた農作物は出荷規制をうける）実施に伴い、農地や非農地で使用された農

薬が近くの適用外作物へ飛散することを防止する対策強化が求められていますが、住宅

地での受動被曝を減らすことを忘れてもらっては困ります。旧通知がでて、まる４年に 

なろうとしているにもかかわらず、通知内容はなかなか周知徹底できません。今後は、

努力規程でしかない住宅地での使用基準省令を義務規程化し、使用者の罰則強化をも視

野にいれた運動が必要かと思います。 

 この資料集では、第１章で、新通知の内容とその問題点、第２章で当グループのアン

ケート調査結果、第３章で環境省の二つの調査をとりあげ、参考資料として、旧通知、 

愛知県の住宅地通知の啓発チラシ、住宅通知に関連するリンク集を付けました。 

 なお、電子版脱農薬てんとう資料集には、第４号「無人ヘリコプターによる空中散布

問題」があり、今後、「農薬危害防止運動について」、「農薬等の使用規制をめざす二つの

新法案」、「建築物衛生法等に関連した殺虫剤等による室内汚染防止のためのＩＰＭ」、「食

品中の残留農薬について」などをテーマに、発刊して行く予定です。 

http://www.maff.go.jp/nouyaku/sr-shiyoukijunzenbun1706.htm
http://www.maff.go.jp/nouyaku/sr-shiyoukijunzenbun1706.htm
http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/jimu/shiryou1.htm
http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/jimu/shiryou4.htm
http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/jimu/shiryou3.htm
反農薬東京Ｇ
【ポジティブリスト制度】食品衛生法による制度で、06年5月29日から施行された。
食品中に残留している農薬、動物医薬品、飼料添加物を対象にし、食品ごとに設定された残留基準を超えたものの流通が規制されるだけでなく、リストにない、農薬等と食品の組み合わせについては、0.01ppmの一律基準を超えたものも流通規制される。

反農薬東京Ｇ

反農薬東京Ｇ

反農薬東京Ｇ
【受動被曝】農薬使用者が、散布時に農薬を浴びたり、吸ったりする直接被曝に対し、農薬の飛散や大気汚染により、通行者や散布地周辺の住民が農薬を浴びたり、吸ったりすることをいう。タバコでいえば、受動喫煙にあたる。


